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扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提
出
を

　
　
　

お
忘
れ
な
く

第
三
者
納
付
に
係
る

　

委
任
状
の
持
参

税　

金

年　

金

控
除
証
明
書
を
送
付
し
ま
す

乳
幼
児
医
療
費
の
対
象
年
齢
が

　

小
学
校
６
年
生
ま
で
に
拡
大

　   　　　

　

納
め
た
保
険
料
は
、
年
末
調
整

や
確
定
申
告
の
際
、
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
人
に
、

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
を
送
付
し
ま
す
の

で
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

世
帯
主
が
、
そ
の
扶
養
家
族
の

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

場
合
な
ど
は
、
納
付
し
た
人
が
申

告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
送
付
時
期

▼
21
年
１
月
か
ら
９
月
末
日
ま

で
に
納
付
し
た
人
は
、
11
月
上
旬
。

▼
10
月
１
日
か
ら
12
月
末
日
ま

で
の
間
に
、
今
年
初
め
て
納
付
し

た
人
は
、
22
年
２
月
上
旬
。

※
証
明
書
お
よ
び
領
収
証
書
を
紛
失
さ
れ

た
場
合
は
、
お
近
く
の
社
会
保
険
事
務
所

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
　

　　

老
齢
年
金
は
、「
雑
所
得
」
と
し

て
所
得
税
が
か
か
り
ま
す
。

　

所
得
税
を
計
算
す
る
際
の
各

種
控
除
を
受
け
る
た
め
に
、
対
象

と
な
る
年
金
受
給
者
に
対
し
て
は
、

10
月
下
旬
に
「
扶
養
親
族
等
申
告

書
」
が
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー

（
お
よ
び
厚
生
年
金
基
金
・
各
共

済
組
合
）か
ら
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

申
告
書
を
12
月
初
旬
の
提
出

期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と
、
翌
年

に
支
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
、
公
的

年
金
控
除
、
配
偶
者
控
除
な
ど
の

各
種
控
除
が
適
用
さ
れ
た
上
で

源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
ま
す
。

※
年
金
以
外
に
収
入
が
あ
る
場
合
は
、
確

定
申
告
が
必
要
で
す

※
年
金
額
が
108
万
円
（
65
歳
以
上
の
人
は

158
万
円
）未
満
の
人
に
は
、非
課
税
の
た
め

送
付
さ
れ
ま
せ
ん

■
問
い
合
わ
せ

　

南
国
社
会
保
険
事
務
所

　
　

０
８
８-

８
６
４-

１
１
１
１

　

市
役
所
市
民
保
険
課

　   　　

　

子
育
て
支
援
の
充
実
を
図
る

た
め
、
22
年
1
月
1
日
よ
り
乳
幼

児
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象
年

齢
が
、
小
学
校
入
学
前
ま
で
か
ら

小
学
校
6
年
生
ま
で
に
拡
大
さ
れ
、

22
年
1
月
診
療
分
か
ら
適
用
と

な
り
ま
す
。（
所
得
制
限
は
あ
り

ま
せ
ん
）

　

助
成
を
受
け
る
に
は
認
定
申

請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
認
定

申
請
書
は
小
学
校
を
通
じ
、
対
象

児
童
に
配
布
し
て
い
ま
す
の
で
、

お
早
め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
就
学
前
の
乳
幼
児
を
も
つ
保
護
者
は
、

手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

■
対
象

市
に
住
所
を
有
す
る

小
学
校
1
年
生
〜

6
年
生
の
児
童
を
も
つ
保
護
者

■
申
請
に
必
要
な
も
の

▼
配
布
し
た
申
請
書

▼
お
子
さ
ん
の
健
康
保
険
証
（
コ

ピ
ー
可
）

▼
印
鑑

■
提
出
先

　

市
役
所
市
民
保
険
課
･
各
支
所

■
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
市
民
保
険
課

　　　　　　

納
付
義
務
者
に
依
頼
さ
れ
、
市

役
所
本
庁
・
各
支
所
で
市
税
や
保

育
料
な
ど
を
納
め
る
時
に
、
納
付

書
の
再
発
行
を
必
要
と
す
る
場

合
は
、
夫
婦
・
親
子
・
兄
弟
で
あ
っ

て
も
納
付
義
務
者
の
委
任
状
が

必
要
で
す
。
ご
面
倒
で
す
が
、
個

人
情
報
保
護
の
た
め
、
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
委
任
状
の
様
式
は
、
本

庁
税
務
課
・
収
納
課
・
各
支
所
に

置
い
て
い
ま
す
。

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す

http://www.city.kochi-konan.lg.jp/

↓【
申
請
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
】↓【
税
・
収
納

関
係
】

■
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
収
納
課

福　

祉

住宅用火災警報器の配布住宅用火災警報器の配布
期限が迫っています！期限が迫っています！
住宅用火災警報器の配布
期限が迫っています！

　住宅用火災警報器の配布期限は、1111月3030日(月)
です。まだ、申請がお済みでない対象世帯の方は、

お早めに申請をお願いします。

■配布場所  　香南市役所１Ｆ市民室・各支所

※11月からは、平日のみの配布となります

■配布期間　　平成21年11月30日(月)まで

■申請方法　

　８月下旬に対象世帯へ発送しました｢通知兼申請書｣

と｢認め印｣を持参の上、上記配布場所で受け取って

ください。

※通知兼申請書のコピーは無効となりますので、原本を必

ず持参してください

※｢申請書を失くした｣場合には、配布場所で再発行します

■問い合わせ　　市役所防災対策課

９・10日 香我美市民館香我美町文化祭（展示）

８日 12：30～終了未定吉川町文化祭（舞台） 吉川総合センター

22日 赤岡町文化祭（舞台） 10：00～16:00弁天座

６日 夜須中央公民館 13：00～16:00夜須町文化祭（舞台）

13-17日 野市町文化祭（展示：前期） 野市図書館 10：00～17:00
※最終日は16時まで

６・７日 吉川町文化祭（展示） 吉川総合センター
14：00～18:00
10：00～14:00※７日

※６日

14・15日 夜須町文化祭（展示） 9：00～17:00夜須中央公民館 ※最終日は15時まで

７・８日
※７日

※８日

12：00～17:00
10：00～15:00

赤岡町文化祭（展示） 赤岡市民館

19-22日 野市町文化祭（展示：後期） 野市図書館 10：00～17:00
※最終日は16時まで

イベント名イベント名 場　所場　所日　程日　程 時　間時　間

野市町文化祭（舞台） のいちふれあいセンター 12：00～16:30３日

9：00～16:00
※最終日は15時まで

１月

12月

11月

　11月は「文化の秋」！各地域で文化協会が主催
する文化祭が開催されます。絵画や工芸、文芸な
どの展示や、日ごろ練習してきた踊り、歌、演奏な
どを披露します。ぜひ、各会場にご来場ください！

まちの文化祭まちの文化祭まちの文化祭まちの文化祭まちの文化祭 ※問い合わせは各公民館・各支所へ　※問い合わせは各公民館・各支所へ　※問い合わせは各公民館・各支所へ　

1111月3030日(月)11月30日(月)
です。

平成21年度

期限内の納付を
　　　　　お願いします。

国保税第５期国保税第５期　の納期限は

広告

電気のことなら香南市電気設備協会におまかせください電気のことなら香南市電気設備協会におまかせください！電気のことなら香南市電気設備協会におまかせください！

平嶺電気工事平嶺電気工事
　54-577054-5770
平嶺電気工事
　54-5770　

(有)
　

)邦成電気工事邦成電気工事
　56-165056-1650

有)邦成電気工事
　56-1650

池田電工池田電工
　56-112856-1128
池田電工
　56-1128

マルサン電器マルサン電器
　55-505055-5050
マルサン電器
　55-5050

事務局【休日などの緊急対応】：(有)エウチ

(株)国吉電気商会国吉電気商会
　54-157754-1577

(株)国吉電気商会
　54-1577

気
づ
い
て
く
だ
さ
い
！

気
づ
い
て
く
だ
さ
い
！

子
ど
も
た
ち
の
サ
イ
ン

子
ど
も
た
ち
の
サ
イ
ン

気
づ
い
て
く
だ
さ
い
！

子
ど
も
た
ち
の
サ
イ
ン

　親（保護者）の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもの心身　親（保護者）の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもの心身

を傷つけ、健やかな成長を傷つけ、健やかな成長･発達を損なうなど、発達を損なうなど、子どもにとって有害子どもにとって有害であであ

れば、それは虐待です。れば、それは虐待です。

　親（保護者）の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもの心身

を傷つけ、健やかな成長･発達を損なうなど、子どもにとって有害子どもにとって有害であ

れば、それは虐待です。

問い合わせ問い合わせ
㈱ヤ㈱ヤ･シィ　　シィ　　57-712257-7122
問い合わせ
㈱ヤ･シィ　　57-7122

香南都市計画道路１･４･１号南国安芸線(※)の変更
(素案)についての縦覧、説明会、公聴会を開催しま
す。詳しくは、お問い合わせください。

※高知東部自動車道 野市ＩＣ～芸西西ＩＣの一部

野市町文化祭では、体験教室を開催します。詳細は、
野市中央公民館までお問い合わせください。（場所
はいずれも野市図書館）

１．都市計画の変更１．都市計画の変更(素案素案)の縦覧の縦覧

■縦覧期間■縦覧期間　　　　1111月2424日(火)～1212月８日月８日(火)
　※土曜日　※土曜日･日曜日日曜日･祝日を除く、平日８時祝日を除く、平日８時3030分～分～1717時

■縦覧場所縦覧場所　　高知県土木部都市計画課　　高知県土木部都市計画課(県庁県庁)
　　　　　　　市役所住宅都計課　　　　　　　市役所住宅都計課(香我美庁舎香我美庁舎)

２．都市計画の変更２．都市計画の変更(素案素案)の説明会の説明会

■日時および場所■日時および場所
　1212月２日月２日(水)　 19 19時～時～2121時　時　 のいちふれあいセンターのいちふれあいセンター
　1212月３日月３日(木)　 19 19時～時～2121時　時　 市役所夜須庁舎市役所夜須庁舎

３．公聴会３．公聴会
　公聴会で素案に対して意見を述べたい人は、事前に文公聴会で素案に対して意見を述べたい人は、事前に文
書で内容をお知らせください。【提出締切書で内容をお知らせください。【提出締切:12:12月1111日(金)】

■日時および場所■日時および場所
　1212月2323日(水)　 14 14時～時～1616時　時　 のいちふれあいセンターのいちふれあいセンター

４．文書の提出および問い合わせ４．文書の提出および問い合わせ

　高知県土木部都市計画課　　　　高知県土木部都市計画課　　　088-823-9846088-823-9846

　市役所住宅都計課　　市役所住宅都計課　

１．都市計画の変更(素案)の縦覧

■縦覧期間　　11月24日(火)～12月８日(火)
　※土曜日･日曜日･祝日を除く、平日８時30分～17時

■縦覧場所　　高知県土木部都市計画課(県庁)
　　　　　　　市役所住宅都計課(香我美庁舎)

２．都市計画の変更(素案)の説明会

■日時および場所
　12月２日(水)　 19時～21時　 のいちふれあいセンター
　12月３日(木)　 19時～21時　 市役所夜須庁舎

３．公聴会
　公聴会で素案に対して意見を述べたい人は、事前に文
書で内容をお知らせください。【提出締切:12月11日(金)】

■日時および場所
　12月23日(水)　 14時～16時　 のいちふれあいセンター

４．文書の提出および問い合わせ

　高知県土木部都市計画課　　　088-823-9846

　市役所住宅都計課　

■日時　日時　1111月2222日（日）　日（日）　1313時～時～1515時3030分
■作れるもの・材料代作れるもの・材料代
　リング：リング：300300円～　ストラップ：円～　ストラップ：500500円～円～
　ペンダント　ペンダント･ブローチ：ブローチ：1,2001,200円～円～

■日時　11月22日（日）　13時～15時30分
■作れるもの・材料代
　リング：300円～　ストラップ：500円～
　ペンダント･ブローチ：1,200円～

■日時　■日時　1111月1919日（木）　日（木）　1313時～時～1616時
■定員　先着■定員　先着3030人　■材料代　無料人　■材料代　無料
■日時　11月19日（木）　13時～16時
■定員　先着30人　■材料代　無料

■日時　日時　1111月1919日（木）　日（木）　1010時～時～1111時3030分
■材料代　無料材料代　無料
■日時　11月19日（木）　10時～11時30分
■材料代　無料
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